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意匠審査基準について 

 

 意匠審査基準は、意匠審査における意匠法の統一的な条文解釈及びその運用を図るため

のものであり、古くは昭和５年頃に「意匠審査取極」として既に存在し、その後昭和３４年改正

意匠法に対応すべく昭和４３年６月に公表された「意匠審査基準」が数度の若干の追加修正

等を経つつも約３０年以上に渡り活用されてきた。 

 その後、平成１０年に大幅な意匠法の改正が行われ、更に平成１１年においても一部の

条文について改正が行われ、その改正条文の解釈及びその運用に関し、「平成１０年改正意

匠法 意匠審査の運用基準」、「平成１１年改正意匠法 意匠審査の運用基準」において統

一的な運用を図ってきたが、審査実務においては、それらに加え既存の「意匠審査基準」をも併

せ読む必要があった。 

 このような状況を踏まえ、意匠審査基準室では既存の「意匠審査基準」、「平成１０年改

正意匠法 意匠審査の運用基準」、「平成１１年改正意匠法 意匠審査の運用基準」に基づ

き、意匠の審査実務に関わる条文ごとに「意匠審査基準」を再編集し、公表することとした。 

 

平成１４年１月 

特許庁審査業務部意匠課 

意 匠 審 査 基 準 室 
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意匠審査基準（平成１８年改正意匠法対応）について 

 

「意匠法等の一部を改正する法律」（平成１８年法律第５５号）が平成１８年６月７

日に公布され、意匠法の主たる改正項目につきましては平成１９年４月１日から施行されるこ

とになりました。これに伴って、これまで公表してきた意匠審査基準のうち、次の部分を改正しまし

た。また、各章の関連条文についても併せて修正しました。 

この意匠審査基準は、平成１９年４月１日以降の意匠登録出願について適用します。

（なお、第３部「新規性の喪失の例外」は、平成１８年９月１日以降の意匠登録出願につい

て適用します。） 

 

◎ 第２部 第２章 「意匠の類否判断」 

◎ 第２部 第４章 「先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の保護除外」 

◎ 第３部       「新規性の喪失の例外」 

◎ 第６部       「先願」 

◎ 第７部 第１章 「部分意匠」 

◎ 第７部 第３章 「関連意匠」 

◎ 第７部 第４章 「意匠法第２条第２項に規定する画像を含む意匠」 

 

平成１９年４月 

特許庁審査業務部意匠課 

意 匠 審 査 基 準 室 
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意匠審査基準の一部改正について 

 

 この度、既存の「意匠審査基準」のうち、第７部第４章「意匠法第２条第２項に規定する

画像を含む意匠」及び第１０部「パリ条約による優先権等の主張の手続」を改正しました。な

お、改正部分については、平成２０年７月に行われた産業構造審議会知的財産政策部会意

匠制度小委員会（以下、意匠制度小委員会という。）第１回意匠審査基準ワーキンググルー

プにおいて検討され、その後、平成２０年９月から１０月にかけて特許庁内外の意見聴取を行

い、それを踏まえて必要な修正を行い、平成２０年１０月に開催された意匠制度小委員会第

２回意匠審査基準ワーキンググループにおいて承認されたものです。 

 この意匠審査基準第７部第４章及び同第１０部については、平成２０年１０月３１日

以降に審査される出願に適用します。 

 

◎ 第７部 第４章 「意匠法第２条第２項に規定する画像を含む意匠」 

◎ 第１０部     「パリ条約による優先権等の主張の手続」 

 

平成２０年１０月 

特許庁審査業務部意匠課 

意 匠 審 査 基 準 室 
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意匠審査基準の一部改訂について 

 

この度、「特許法等の一部を改正する法律」(平成 20 年 4 月 18 日法律第 16 号) による

意匠法の改正に伴い、意匠審査基準の以下の項目において「３０日」を「３月」に修正する改

訂を行いました。 

 「第 8 部第 2 章 補正の却下」及び「第 9 部第 4 章 補正後の意匠についての新出願」の

改訂内容は、平成２１年４月１日以降に却下の決定の謄本が送達された出願に適用され、

「第 9 部第 2 章 出願の変更」の改訂内容は、平成２１年４月１日以降にもとの特許出願

について拒絶すべき旨の最初の査定の謄本が送達された出願に適用されます。 

 

◎ 第８部 第２章 「補正の却下」 

◎ 第９部 第２章 「出願の変更」 

◎ 第９部 第４章 「補正後の意匠についての新出願」 

 

平成２１年７月 

特許庁審査業務部意匠課 

意 匠 審 査 基 準 室 
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意匠審査基準の一部改訂について 

 

 この度、新たに 第１１部「審査の進め方」を追加致しました。この「審査の進め方」は、意匠

の実体審査の進め方の概要を示したもので、平成２１年度に開催された産業構造審議会 知

的財産政策部会 意匠制度小委員会（以下単に「意匠制度小委員会」という。）第３回 意

匠審査基準ワーキンググループ（平成２１年１１月開催）及び 意匠制度小委員会 第４

回 意匠審査基準ワーキンググループ（平成２２年１月開催）においてその内容が検討され、

その後、平成２２年２月に特許庁内外の意見聴取を行い、それを踏まえて必要な修正を行

い、意匠制度小委員会 意匠審査基準ワーキンググループにおいて承認されたものです。 

 また、第１１部に「審査の進め方」を追加したことに伴い、従来の 第１１部「その他」を繰り

下げて 第１２部「その他」と致しました。 

 この意匠審査基準については、平成２２年４月１日以降に審査される出願に適用します。 

 

◎ 第１１部 「審査の進め方」 

◎ 第１２部 「その他」 

 

平成２２年４月 

特許庁審査業務部意匠課 

意 匠 審 査 基 準 室 
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意匠審査基準の一部改訂について 

 

 この度、既存の「意匠審査基準」のうち、第２部第１章「工業上利用することができる意

匠」、第７部第１章「部分意匠」、第７部第４章「画像を含む意匠」を改正しました。なお、改

正部分については、産業構造審議会 知的財産政策部会 意匠制度小委員会（以下「意匠

制度小委員会」という。）第５回意匠審査基準ワーキンググループ（平成２３年３月開

催）、及び 意匠制度小委員会 第６回意匠審査基準ワーキンググループ（平成２３年５月

開催）においてその内容が検討され、その後、平成２３年５月から６月にかけて特許庁内外の

意見聴取を行い、それを踏まえて必要な修正を行い、意匠制度小委員会 意匠審査基準ワー

キンググループにおいて承認されたものです。 

 この意匠審査基準第２部第１章、第７部第１章、第７部第４章については、平成２３

年８月１日以降の意匠登録出願について適用します。 

 

 

平成２３年７月 

特許庁審査業務部意匠課 

意 匠 審 査 基 準 室 
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意匠審査基準の一部改訂について 

 

 この度、新たに第１１部「国際意匠登録出願」を追加するとともに、第２部第４章「先願意

匠の一部と同一又は類似の後願意匠の保護除外」、第６部「先願」、第７部第３章「関連意

匠」、第９部第１章「意匠登録出願の分割」、第１０部「パリ条約による優先権等の主張の手

続」、第１２部「審査の進め方」を修正致しました。今般の改訂は、意匠の国際登録に関するハ

ーグ協定のジュネーブ改正協定に対応したもので、産業構造審議会知的財産分科会意匠制度

小委員会第１回意匠審査基準ワーキンググループ（平成２６年１０月開催）及び、同第２

回意匠審査基準ワーキンググループ（平成２６年１０月開催）においてその内容が検討さ

れ、その後、平成２６年１０月から１１月にかけて特許庁内外の意見聴取を行い、それを踏ま

えて必要な修正を行った後、同第３回意匠審査基準ワーキンググループ（平成２６年１２月

開催）において承認されたものです。 

 また、第１１部に「国際意匠登録出願」を追加したことに伴い、従来の第１１部「審査の進

め方」、及び第１２部「その他」を繰り下げて、それぞれ、第１２部「審査の進め方」、第１３部

「その他」と致しました。 

 この意匠審査基準については、平成２７年５月１３日以降に審査される出願に適用しま

す。 

 

◎ 第２部  第４章 「先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の保護除外」 

◎ 第６部        「先願」 

◎ 第７部  第３章 「関連意匠」 

◎ 第９部  第１章 「意匠登録出願の分割」 

◎ 第１０部      「パリ条約による優先権等の主張の手続」 

◎ 第１１部      「国際意匠登録出願」 

◎ 第１２部      「審査の進め方」 

◎ 第１３部      「その他」 

 

 

平成２７年４月 

特許庁審査第一部意匠課 

意 匠 審 査 基 準 室 
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意匠審査基準の一部改訂について 

 

 この度、第７部第４章「画像を含む意匠」の項を改訂しました。今般の改訂は、産業構造

審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会（以下「意匠制度小委員会」という。）報告書

「創造的なデザインの権利保護による我が国企業の国際展開支援について」（平成２６年１

月）を受け、意匠制度小委員会意匠審査基準ワーキンググループにおいて内容が検討され

（平成２７年３月から１１月）、その後、意匠制度小委員会における確認及び意見募集手

続を経て承認されたものです（平成２８年１月）。 

 この改訂意匠審査基準第７部第４章は、「74.4.3 創作非容易性」については平成２８

年４月１日以降に審査される意匠登録出願に、「74.4.3 創作非容易性」を除く部分について

は同日以降の意匠登録出願に、それぞれ適用します。 

 

◎ 第７部  第４章 「画像を含む意匠」 

 

平成２８年３月 

特許庁審査第一部意匠課 

意 匠 審 査 基 準 室 
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意匠審査基準の一部改訂について 

  

この度、第１部第２章「意匠登録出願に係る意匠の認定」、第２部第１章「工業上利用す

ることができる意匠」、及び第３部「新規性の喪失の例外」の項を改訂しました。 

今般の改訂は、産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会 意匠審査基準ワ

ーキンググループにおいて内容が検討され（平成２８年１２月から平成２９年２月）、その

後、意見募集を行い（平成２９年２月から３月）、それを踏まえて必要な修正を行ったもので

す。 

 この改訂意匠審査基準は、平成２９年４月１日以降に審査される意匠登録出願に適用

します。 

 

◎ 第１部  第２章 「意匠登録出願に係る意匠の認定」 

◎ 第２部  第１章 「工業上利用することができる意匠」 

◎ 第３部        「新規性の喪失の例外」 

 

平成２９年３月 

特許庁審査第一部意匠課 

意 匠 審 査 基 準 室 
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意匠審査基準の一部改訂について 

  

 この度、意匠審査基準の「第２部 第１章 工業上利用することができる意匠」、「第７部 

第１章 部分意匠」、及び「第１１部 第８章 部分意匠の国際意匠登録出願」の項を改訂し

ました。 

今般の改訂は、産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会 意匠審査基準ワ

ーキンググループにおいて内容が検討され（平成３０年２月）、その後、意見募集を行い（平

成３０年３月から４月）、それを踏まえて必要な修正を行ったものです。 

 この改訂意匠審査基準は、平成３０年５月１日以降に審査される意匠登録出願に適用

します。 

 

◎ 第２部  第１章 「工業上利用することができる意匠」 

◎ 第７部  第１章 「部分意匠」 

◎ 第１１部 第８章 「部分意匠の国際意匠登録出願」 

 

平成３０年４月 

特許庁審査第一部意匠課 

意 匠 審 査 基 準 室 
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意匠審査基準の一部改訂について 

 

この度、「不正競争防止法等の一部を改正する法律」(平成３０年５月３０日法律第３３

号) による意匠法の改正に伴い、意匠審査基準の第３部「新規性の喪失の例外」の項におい

て、「６月」を「１年」に修正する改訂を行いました。 

 改訂後の審査基準は、平成２９年１２月９日以降に公開された意匠について、平成３

０年６月９日以降に出願された場合の審査に適用されます。 

 

◎ 第３部   「新規性の喪失の例外」 

 

平成３０年６月 

特許庁審査第一部意匠課 

意 匠 審 査 基 準 室 
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意匠審査基準の一部改訂について 

 

この度、意匠審査基準の「第５部 一意匠一出願」、「第７部第２章 組物の意匠」及び

「第１３部別添 組物の構成物品表」について改訂を行いました。 

 今般の改訂は、産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会 意匠審査基準

ワーキンググループにおいて内容が検討され（平成３０年９月から１０月）、その後、意見募

集を行い（平成３０年１１月から１２月）、それを踏まえて必要な修正を行ったものです。 

 この改訂意匠審査基準は、平成３１年１月１０日以降に審査される意匠登録出願に適

用します。 

 

◎ 第５部        「一意匠一出願」 

◎ 第７部  第２章 「組物の意匠」 

◎ 第１３部 別添  「組物の構成物品の例」 

平成３１年１月 

特許庁審査第一部意匠課 

意 匠 審 査 基 準 室 
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意匠審査基準の一部改訂について 

 

この度、意匠審査基準の「第１部 願書・図面」、「第２部第１章 工業上利用することがで

きる意匠」、「第６部 先願」、「第７部第１章 部分意匠」、「第７部第３章 関連意匠」、

「第７部第４章 画像を含む意匠」、「第８部第２章 補正の却下」、「第１０部 パリ条約に

よる優先権等の主張の手続」、「第１１部第８章 部分意匠の国際意匠登録出願」、及び「第

１２部 第２章 各論」について改訂を行いました。 

 今般の改訂は、産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会 意匠審査基準

ワーキンググループにおいて内容が検討され（平成３０年９月から１０月）、その後行った意

見募集（平成３０年１１月から１２月）、及び平成３１年４月に公布された意匠法施行

規則の改訂を踏まえて必要な修正を行ったものです。 

 この改訂意匠審査基準は、本年５月１日以降の意匠登録出願に適用します。 

 

◎ 第１部        「願書・図面」 

◎ 第２部  第１章 「工業上利用することができる意匠」 

◎ 第６部        「先願」 

◎ 第７部  第１章 「部分意匠」、第３章「関連意匠」、 第４章「画像を含む意匠」 

◎ 第８部  第２章 「補正の却下」 

◎ 第１０部      「パリ条約による優先権等の主張の手続」 

◎ 第１１部 第８章 「部分意匠の国際意匠登録出願」 

◎ 第１２部 第２章  審査の進め方「各論」 

 

平成３１年４月 

特許庁審査第一部意匠課 

意 匠 審 査 基 準 室 
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意匠審査基準の改訂について 

 

この度、「特許法等の一部を改正する法律」（令和元年 5 月 17 日法律第 3 号）による意

匠法の改正に伴い、「第Ⅰ部 審査総論」、「第Ⅱ部 意匠の認定・意匠ごとの出願」、「第Ⅲ部 

意匠登録の要件」、「第Ⅳ部 個別の意匠登録出願」、「第Ⅴ部 関連意匠」、及び「第Ⅶ部 

パリ条約による優先権」について改訂を行いました。 

加えて、今般の改訂では、明確化及び簡潔化の観点から、意匠審査基準の構成と記載の内

容について、全般的な見直しを行いました。 

今般の改訂は、産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会 意匠審査基準ワ

ーキンググループにおいて内容が検討され（令和元年７月から令和２年２月。この間令和元年

１２月から令和２年１月に意見募集を実施）、令和２年３月に公布された意匠法施行規

則の改訂を踏まえて必要な修正を行ったものです。 

この改訂意匠審査基準は、本年４月１日以降の意匠登録出願に適用します。 

 

◎ 第Ⅰ部   「審査総論」 

◎ 第Ⅱ部   「意匠の認定・意匠ごとの出願」 

◎ 第Ⅲ部   「意匠登録の要件」 

◎ 第Ⅳ部   「個別の意匠登録出願」 

◎ 第Ⅴ部   「関連意匠」 

◎ 第Ⅶ部   「パリ条約による優先権」 

 

令和２年３月 

特許庁審査第一部意匠課 

意 匠 審 査 基 準 室 
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意匠審査基準の一部改訂について 

 

この度、「規制改革実施計画」（令和 2 年 7 月 17 日閣議決定）において押印を求めてい

る手続について見直しを行うこととされたこと、また、産業構造審議会 第 13 回 知的財産分科

会において、申請手続等のデジタル化（紙・押印の原則廃止）による利用者の利便性向上を

目指すとされたこと等を受け、意匠審査基準の第Ⅲ部第３章「新規性の喪失の例外」において、

意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の押印を廃止する改訂を行いまし

た。 

改訂後の審査基準は、令和２年１２月１６日以降に審査される意匠登録出願に適用さ

れます。 

 

◎ 第Ⅲ部第３章  「新規性喪失の例外」 

 

令和２年１２月 

特許庁審査第一部意匠課  

意 匠 審 査 基 準 室 
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意匠審査基準の一部改訂について 

 

この度、「特許法等の一部を改正する法律」（令和元年 5 月 17 日法律第 3 号）による意

匠法の改正に伴い、「第Ⅰ部第 2 章 意匠審査の手順」、「第Ⅱ部第 2 章 意匠ごとの出

願」、及び「第Ⅶ部 パリ条約による優先権」について改訂を行いました。 

今般の改訂は、産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会 意匠審査基準ワ

ーキンググループにおいて内容が検討されたものであり（令和元年７月から令和２年２月。この

間令和元年１２月から令和２年１月に意見募集を実施）、令和３年３月に公布された意

匠法施行規則の改正を踏まえた修正及びその他全体に必要な修正を行ったものです。 

この改訂意匠審査基準のうち、第 I 部第 2 章「4. 拒絶理由の通知（国際意匠登録出願

を除く）」及び第Ⅶ部「2.4 パリ条約による優先権の主張の手続」については令和 3 年 4 月 1

日以後に指定期間・優先権書類提出期間を経過する意匠登録出願に、第Ⅶ部「2.2 パリ条

約による優先権の主張を伴う我が国への出願ができる期間」については同日以降の意匠登録出

願に伴う優先権主張に、それ以外の部分については同日以降の意匠登録出願に、それぞれ適

用します。 

 

◎ 第Ⅰ部第２章  「意匠審査の手順」 

◎ 第Ⅱ部第２章  「意匠ごとの出願」 

◎ 第Ⅶ部      「パリ条約による優先権」 

 

令和３年３月 

特許庁審査第一部意匠課 

意 匠 審 査 基 準 室 
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意匠審査基準の一部改訂について 

 

この度、「特許法等の一部を改正する法律」（令和３年５月２１日法律第 42 号）による

意匠法の改正等に伴い、意匠審査基準 「第Ⅶ部 パリ条約による優先権 2.2 パリ条約によ

る優先権の主張を伴う我が国への出願ができる期間」、並びに、「第Ⅸ部 第５章 国際意匠

登録出願における新規性の喪失の例外 2. 国際意匠登録出願の場合における意匠法第４

条第２項の規定の適用を受けるための具体的な手続」、及び、「第Ⅸ部 第８章 国際意匠登

録出願におけるパリ条約による優先権 3. パリ条約による優先権を主張するための手続」につい

て改訂を行いました。 

 第Ⅸ部「国際意匠登録出願」については、令和３年１０月１日以後にされた国際意匠登

録出願から、第Ⅶ部「パリ条約による優先権」については、令和５年４月１日以降にパリ条約

第四条Ｃ(1)に規定する優先期間が経過する意匠登録出願から適用します。 

 

◎ 第Ⅶ部「パリ条約による優先権」 

◎ 第Ⅸ部「国際意匠登録出願」 

 

令和５年３月 

特許庁審査第一部意匠課  

意 匠 審 査 基 準 室 
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意匠審査基準の一部改訂について 

 

この度、「不正競争防止法等の一部を改正する法律」（令和５年６月１４日法律第５１

号）による意匠法等の改正に伴い、「第Ⅰ部第２章 意匠審査の手順」、「第Ⅱ部第１章 意

匠登録出願に係る意匠の認定」、「第Ⅲ部第３章 新規性喪失の例外」、「第Ⅶ部 パリ条約

による優先権」、「第Ⅷ部第１章 意匠登録出願の分割」、「第Ⅷ部第２章 出願の変更」及

び「第Ⅸ部第８章 国際意匠登録出願におけるパリ条約による優先権」について改訂を行いま

す。 

加えて、今般の改訂では、明確化の観点から、「第Ⅳ部第１章 画像を含む意匠」の改訂も

行います。 

第Ⅲ部第３章及び第Ⅳ部第１章の改訂は、産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制

度小委員会 意匠審査基準ワーキンググループにおいて内容が検討されました（令和５年８月

及び令和５年９月。令和５年１０月から１１月に意見募集を実施）。 

この改訂意匠審査基準は、令和６年１月１日以降の意匠登録出願に適用します。 

 

◎ 第Ⅰ部第２章   「意匠審査の手順」 

◎ 第Ⅱ部第１章   「意匠登録出願に係る意匠の認定」 

◎ 第Ⅲ部第３章   「新規性喪失の例外」 

◎ 第Ⅳ部第１章   「画像を含む意匠」 

◎ 第Ⅶ部         「パリ条約による優先権」 

◎ 第Ⅷ部第１章    「意匠登録出願の分割」 

◎ 第Ⅷ部第２章   「出願の変更」 

◎ 第Ⅸ部第８章   「国際意匠登録出願におけるパリ条約による優先権」 

 

令和５年１２月 

特許庁審査第一部意匠課 

意 匠 審 査 基 準 室 
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意匠審査基準 沿革 

 

 

昭和４３年 ６月１２日 

昭和６０年 ６月２７日一部追加 

昭和６０年 ６月２７日一部改正 

昭和６０年１２月１１日一部修正 

昭和６２年 ３月 ５日一部追加 

昭和６３年 ３月１５日一部追加 

平成 元年 ３月２３日一部追加 

平成 ５年 ４月２３日一部修正 

平成 ５年１１月 ８日一部修正 

平成 ６年 ６月１６日一部修正 

平成１４年 １月３１日一部追加 

平成１４年 １月３１日一部修正 

平成１９年 ４月 １日一部追加 

平成１９年 ４月 １日一部修正 

平成２０年１０月３１日一部修正 

平成２１年 ７月 １日一部修正 

平成２２年 ４月 １日一部追加 

平成２３年 ８月 １日一部修正 

平成２７年 ４月１０日一部追加 

平成２７年 ４月１０日一部修正 

平成２８年 ３月１１日一部修正 

平成２９年 ３月３１日一部修正 

平成３０年 ４月２７日一部修正 

平成３０年 ６月 ６日一部修正 

平成３１年 １月 ９日一部修正 

平成３１年 ４月２６日一部修正 

令和２年 ３月１９日改訂 

令和２年１２月１６日一部修正 

令和３年３月３１日一部修正 

令和５年３月２２日一部修正 

令和５年１２月１５日一部修正 


